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モバイルバッテリーの機内持ち込みの取り扱い変更について 

   

世界中のモバイルバッテリーに起因する発煙・発火等の事例を受け、ICAO（国際民間

航空機関）は 2026 年 3 月 27 日に新たな安全基準を変更し、即日適用としました。これ

を受けて航空局の日本における新たなルールを 4月 24日から適用しました。 

＜ポイント＞ 

新規ルール   機内への持ち込みは 1人 2個まで 

         機内電源などからモバイルバッテリーへの充電は禁止 

         機内でモバイルバッテリーからほかの電子機器への充電をしない 

 

航空法により罰則が科される可能性がある項目と、そうでない項目がある 

      罰則が科されない項目とは； 

・収納棚に収納しない 

      ・機内でモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしない 

 

 運航乗務員が業務で使用する場合は例外規定があります（各社の対応参照） 

  乗務時と便乗（DH）時、会社の貸与品と私物、など条件が様々で注意を要する 

 

 ICAOが定める安全基準とは、 

“ICAO Doc9284 Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” 

と呼ばれるもので、3 月 27 日に追加条項（Addendum）が発行されました。その中でモ

バイルバッテリーを「Power Banks」、予備電池を「Spare Battery」と記載しています。

また、モバイルバッテリー（＝Power Banks）に関しては「端子に絶縁テープを貼る、

ケースや収納袋に入れる、複数のバッテリーや金属品と同じ袋に入れないなど、ショー

トを防ぐこと」との記載が追加されました。 

 

 

 

 

 

 バッテリーなどの危険物に関して、国や航空会社毎にそれぞれ独自の規定を設けてい

る場合も多く、今回のルール改定でより厳しいルールを設けているケースもあります。

従って、実際の運航に際しては常に最新の規定類を確認してください。      

                                                   以上 

（次頁に国土交通省資料の抜粋を記載していますので、適宜ご参照ください。） 

」 

http://alpajapan.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


